
和歌山工業高等専門学校緊急連絡／安否確認システムを用いた 
学生及び教職員の安否確認等に関する要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、和歌山工業高等専門学校危機管理規則第 5 条に基づき、大規模災害

発生時等における学生及び教職員の安否確認等を行うため、和歌山工業高等専門学校緊急

連絡／安否確認システムの管理・運用その他必要な事項について定める。 

 

（登録対象者および登録） 

第２条 緊急連絡メールシステムへの登録対象者（以下「対象者」という。）は、本校に在

籍する学生及び教職員とする。 

第３条 登録する機器は、携帯電話・スマートフォン等のモバイル型のものとする。 

第４条 対象者は毎年 4 月に新規登録あるいは更新登録するとともに、メールアドレスを

変更した場合にはその都度更新しなければならない。 

 

（構成） 

第５条 システム統括管理者（以下、「統括管理者」という。）は、リスク管理副室長をも

って充てる。 

第６条 システム運用者（以下、「運用者」という。）は、総務課長及び学生課長をもって

充てる。 

第７条 システム運用補佐（以下、「運用補佐」という。）は、総務課課長補佐、学生課課

長補佐、担任の他、リスク管理室が指名した者をもって充てる。 

 

（安否確認） 

第８条 緊急連絡メールによる対象者への安否確認は、統括管理者の指示により、運用者

が行う。 

第９条 運用補佐は、運用者と協力して、メール送信、情報の収集・整理・共有等に務め

る。 

 

（リダンダンシー） 

第１０条 本メールシステムを利用できない場合の安否確認は、グループ責任者が電話等

を用いて個別対話型確認を行う。 

２ グループ責任者は次の各号に定める者をもって充てる。 

 一 教職員 学科主任、各課長、技術長 

 二 本科学生 学級担任 

 三 専攻科生 各副専攻科長 

 四 研究生等 指導教員 

 

（訓練および報告） 

第１１条 運用者は、本システムの機能性の向上・維持を目的として、定期的（2 回／年）



に訓練を実施し、その結果を統括管理者に報告しなければならない。 

第１２条 統括管理者は、訓練等における配信不能の対象者および無回答の登録者に関す

る情報をグループ責任者に伝達する。 

第１３条 前条で配信不能あるいは無回答の情報を得たグループ責任者は、速やかに安否

確認を行い、統括管理者に報告する。 

 

（システムの有効活用） 

第１４条 次の各号に掲げる事項については、定められた条件の下で本システムを利用す

ることができる。 

一 学生全体に関わる重要な連絡 

二 教職員全体、教員又は職員全体に関わる重要な連絡 

三 クラス学生への必要な連絡 

 

（情報管理） 

第１５条 この要項により個人情報を取り扱う者は、知り得た個人情報を外部へ漏らし、

又は他の目的に使用してはならない。 

 

（雑則） 

第１６条 この要項に定めるもののほか、緊急連絡メールを用いた安否確認・緊急連絡等

に関し必要な事項は、リスク管理室が定める。 

 

附 則 

この要項は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 


